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消防本部、消防署においては、町における参集基準等と同様に、消防本部、消

防署等における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、

町は、消防本部、消防署における２４時間体制の状況を踏まえ、特に初動時にお

ける消防本部、消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施でき

る体制を整備する。 

 (2) 消防団の充実・活性化の推進等 

町は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、府と連

携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例

の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組を積極的に行い、消防団の充実・

活性化を図る。 

また、町は、府と連携して、消防団に対する国民保護措置についての研修を実

施するとともに、消防団の国民保護措置についての訓練への参加を促す。さらに、

町は、消防本部、消防署における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を定

める。 

 

 

  第２節 関係機関との連携 

 

１ 連携体制の整備 

 (1) 防災のための連携体制の活用 

町は、武力攻撃事態等への効果的かつ迅速な対処ができるよう、防災のための

連携体制も活用し、関係機関との連携体制を整備する。 

 (2) 関係機関の連絡先一覧の作成等 

町は、国、府、他の市町村、指定（地方）公共機関その他の関係機関等の連絡

先一覧を作成・更新する。 

 (3) 関係機関との情報共有 

町は、関係機関との意見交換・情報交換の場を設置する（又は設置されている

場合は参加する）等により、関係機関との情報の共有化等を図る。 

 

２ 府との連携 

 (1) 府の連絡先一覧の作成等 

町は、緊急時に連絡すべき府の連絡先及び担当部署（担当部局名、所在地、電

話・ファックス番号、電子メールアドレス等）等の一覧を作成・更新する。 

 (2) 府との情報共有 
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町は、府と連携した対応が行えるよう、「市町村国民保護法制連絡会議」の場

を活用するなどして、緊密な情報の共有を図る。 

 (3) 府警察との連携 

町長は、自らが管理する道路について、武力攻撃事態時において、道路の通行

禁止措置等に関する情報を道路利用者に積極的に提供できるよう、府警察と必要

な連携を図る。 

 

３ 他の市町村との連携 

 (1) 近隣市町村との情報共有 

町は、地域ブロック単位での会議の場を活用するなどして、市町村相互に連携

した対応が円滑に行えるよう、平素から、近隣市町村と緊密な情報の共有を図る

とともに、緊急連絡網の整備・更新を図る。 

 (2) 相互応援体制の整備 

町は、武力攻撃事態等において市町村間で人的及び物的な相互応援ができるよ

う、防災に関し締結されている市町村間の相互応援協定等について必要な見直し

を行うなどにより、相互応援体制を整備する。 

 (3) 消防機関の連携体制の整備 

町は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近隣市町村の消防機関との応援

体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定等の見直しを行うこ

となどにより、消防機関相互の連携を図る。 

 

４ 指定（地方）公共機関等との連携 

 町は、指定（地方）公共機関等の連絡先一覧を作成・更新するとともに、国民保

護措置の実施について必要な協力等が得られるよう、防災のために締結されている

協定の見直しを行うなど、必要な連携体制の整備を図る。 

 また、町は、区域内の事業所の国民保護に係る自発的な取組を支援するとともに、

民間企業の有する広範な人的・物的ネットワークとの連携の確保を図る。 

 

５ 住民等の自発的な協力との連携 

 町は、国民保護措置の実施にあたり、住民の自発的な協力を得られるよう、広報・

啓発や活動支援を行う。 

 (1) 自主防災組織等に対する支援 

町は、府と連携して、自主防災組織等の核となるリーダーに対する研修等を通

じて自主防災組織等の活性化を推進し、その充実を図るとともに、自主防災組織
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等相互間及び消防団等との間の連携が図られるよう配慮する。また、国民保護措

置についての訓練の実施を促進し、自主防災組織等が行う消火、救助、救援等の

ための施設及び設備の充実を図るよう努める。 

 (2) 各種団体との連携体制の整備 

町は、防災のための連携体制を踏まえ、日本赤十字社、社会福祉協議会、その

他のボランティア関係団体等との連携を図り、武力攻撃事態等において、ボラン

ティア活動が自発的に行われるよう、その活動環境の整備を図る。  

 

 

  第３節 研修 

 

１ 研修の実施 

 国民保護措置の実施時において、措置従事者の適切な対応を確保するため、町は、

国民保護措置の実施に必要な知識について、町職員に対し、研修を自ら実施するほ

か、府等の関係機関と連携・協力し、消防団員などの措置従事者への研修を推進す

る。 

 

２ 町職員に対する研修 

 事業部建設課と町長公室秘書課が連携して、国民保護関係の研修を行うとともに、

各部課においても、本計画に盛り込まれた措置が円滑に実施できるよう研修を行う。 

 また、町は、危機管理に的確に対応できる職員を育成するため、自治大学校や消

防大学校、市町村職員中央研修所、府などの研修課程を有効に活用し、職員の研修

機会を確保する。 

 

３ 府等関係機関と連携した研修 

 町は、府等関係機関と連携し、消防団員をはじめ国民保護措置の実施に従事する

者に対して研修を行う。研修にあたっては、必要に応じて有識者等を講師に招くと

ともに、国が作成するビデオ教材やｅ-ラーニングを活用する。  

 

４ 消防機関による研修 

 消防機関は、ＮＢＣ攻撃により発生した特殊災害に安全かつ適切に対応できるよ

う、専門的人材を育成するための研修を行う。 

 

 


